
平 成 29 年
４月11日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定
（
防
災
危
機
管
理
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
指
定
の
解
除
（
下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）
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…

解
除
予
定
保
安
林
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…

周
南
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
都
市
計
画
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
市
黄
金
町
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
（
住
宅
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…

歳
入
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
交
通
規
制
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
四
十
四
号

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
般
社
団
法
人
山
口
県
建
設
業
協
会

山
口
県
告
示
第
百
四
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
田
町
大
字
江
良
字
蟹
廻
り
一
三
五
の
一
〇
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

山
口
県
告
示
第
百
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
字
高
尾
一
一
三
一
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
日
置
上
字
西
ケ
浴
一
一
〇
二
六
の
二
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

一
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山
口
県
告
示
第
百
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
周
南
都
市
計

画
道
路
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
光
市
建
設
部
都
市
政
策
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
百
一
国
道
百
八
十
八
号
虹
ケ
浜
室
積
線

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
百
三
虹
ケ
丘
森
ケ
峠
線

周
南
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
百
八
瀬
戸
風
線

二

変
更
の
内
容

区
域
の
変
更

山
口
県
告
示
第
百
四
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口

市
黄
金
町
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

住

所

北
條

栄
作

山
口
市
道
場
門
前
一
丁
目
三
番
一
三
号

山
口
県
告
示
第
百
四
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
歳
入
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

委
託
に
係
る
取
扱
歳
入
金
の
種
類

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料

二

委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
中
国
警
備
保
障

岩
国
市
麻
里
布
町
三
丁
目
一
四
番
一
四
号

三

委
託
の
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

公

告

（
一
一
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
山
口
県
公
告
（
四
八
九
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
周
南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ａ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
八
街
区
一
号

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｂ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
四
〇
街
区
一
号

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

二
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名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｃ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
七
街
区
一
号

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項
は
な
い
。

（
一
一
七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

（
一
一
八
）
下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下
関

都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

ま
す
。平

成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画
安
岡
リ
バ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
地
区
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

二
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平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


